
被災地におけるボランティア活動について 

信州大学学生総合支援センター 

 

被災地において災害ボランティアが強く求められている中，文部科学省でも，学生が学修成果等を活

かしたボランティア活動を行うことは，将来の担い手となる学生の円滑な社会への移行促進の観点から

意義のあるものと捉えています。 

しかし一方で，被災地でのボランティア活動は危険を伴うものであり，ボランティアを行う者が持つ

べき心構えや注意しなければならないこともあります。ボランティア活動に参加される皆さんは以下の

とおり手続き行なうとともに，情報収集など事前準備を十分に行ってください。 

 

１．事前に「災害ボランティア活動届」を必ず提出してください。 

【提出先】松本キャンパス：学生総合支援センター 

松本以外のキャンパス：各キャンパスの学務グループ 

２．以下に例示するようなボランティア保険に必ず加入してください。 

（現地でのボランティア受付の際に加入できる場合もあります。） 

・学生教育研究災害障害保険「学研災」（日本国際教育支援協会） 

・学生総合共済（生協） 

・ボランティア活動保険（全国社会福祉協議会） 

・スポーツ安全保険（スポーツ安全協会） 

３．情報収集・事前準備を十分行ってください。 

・現地の状況，感染症予防，避難情報等 

・交通手段，食事，宿泊場所の確保 

・ボランティアの心構え 

 

＜ボランティア活動に関する情報＞ 

① NPO法人レスキューストックヤード 災害ボラの予備知識 

http://www.rsy-nagoya.com/volunteer/volknowledge.html 

 

② 全国社会福祉協議会 被災地支援・災害ボランティア情報 

https://www.saigaivc.com/ 

 

③ 長野県社会福祉協議会 

http://www.nsyakyo.or.jp/ 

 

※ 負傷などの緊急事態，参加を取りやめたとき，日程が大幅に変更となったときや活動を終え帰宅した

ときなどは，下記に連絡してください。 

 

【連絡先】 

学生総合支援センター：E-mail：kagai_G@shinshu-u.ac.jp  TEL：0263-37-2187 
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